
入居者 ・ 利用者

不動産業者 ・ 建設業者

京町家所有者

京都市

登録団体

③活用提案を依頼する団体を選定
又は，⑦´再提案の依頼

① 解体届出時の各主体関係図

①解体
届出

④解体届出の情報提供※１

⑤対応事業者の選定

・対応事業者の京町家実績
（取引・工事）を所有者に示
すことで信頼性を確保
・対応事業者の選定方法を総
合情報サイトに掲載すること
で，透明性を確保

②登録団体への情報提供確認

【不動産関係団体】

【建築関係団体】

⑥
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※１ 京町家所有者の同意を得た上で実施
※２ マッチングの対応結果（個人情報を除く概要）については各登録団体に定期的に共有
※３ 登録団体へ提供することを前提に情報収集

④解体届出の情報提供※１

自治組織
（自治会，町内会，その他地域住民の組織する団体）

所有者等の支援及び，
保全及び継承への協力

報告

活用提案結果の報告※２

活用提案を依頼する団
体は，所有者が選定する
ことにより透明性を確保 総合情報サイト

＜主な内容＞
○京町家条例や支援策に関する
情報
○登録団体の情報
⇒対応事業者選定方法等を表示

○京町家の保全及び継承に取り
組む不動産仲介や，建設業者
等の紹介

・京町家の保全・継承に関する条例の
趣旨を踏まえ，保全・継承につなが
る提案を行う
・売買，賃貸の提案にあたっては，住
まいとしての提案を優先して勧める

市が収集した活用希望者や居住した
い人※３の情報を，登録団体とも共有

※京町家の保全・継承の推進等の観点
から必要な要件を満たす団体を登録す
ることで，信頼性を確保 活用
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用
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京町家所有者

対応事業者の選定
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② 平時の各主体関係図

相談 対応

宅地建物取引士

税理士

建築士

弁護士 司法書士

不動産鑑定士 土地家屋調査士

京町家相談員

相談

京都市

相談 対応

派遣依頼※１

相談 対応

景観・まちづくり
センター

営利なしで助言が欲しい場合や，相続や税金のことについて相
談したい場合等について，専門家が対応
●研修を修了した方を相談員として登録
●相談員は分野別のリストとし，所有者が選定することで，透明性を確保

報告

報告

報告

登録団体

【不動産関係団体】

【建築関係団体】

※京町家の保全・継承の推進等の
観点から必要な要件を満たす団
体を登録することで，信頼性を確
保

入居者 ・ 利用者

不動産業者 ・ 建設業者

※１ マッチングの対応結果（個人情報を除く概要）については各登録団体に定期的に共有

・対応事業者の京町家実績
（取引・工事）を所有者に示
すことで信頼性を確保
・対応事業者の選定方法を総
合情報サイトに掲載すること
で，透明性を確保

活用提案の依頼

活用提案結果の報告※１

総合情報サイト
＜主な内容＞
○京町家条例や支援策に関する
情報
○登録団体の情報
⇒対応事業者選定方法等を表示

○京町家の保全及び継承に取り
組む不動産仲介や，建設業者
等の紹介

活
用

活用

活用提案を依頼する団
体は，所有者が選定する
ことにより透明性を確保

活用提案の依頼

技能士
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